
インフルエンザによる出席停止について（お願い） 
 インフルエンザは、集団感染の防止と健康回復のために出席停止となります。本校におきましても、

国内法に従って、実際にインフルエンザにかかった場合だけでなく、感染の疑いやおそれがある場合に

も出席停止としています。また、出席停止期間の基準は、「発症した後５日を経過し、かつ、解熱した

後２日（幼児にあっては３日）を経過するまで」と定めています。発症した日からかぞえると、６日間

の出席停止が必要ということです。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。

解熱後もインフルエンザウィルスが体内から放出されるためにこうした措置を取ることが求められて

います。期間につきましては、下の早見表をご参考にしてください。 

 児童生徒の集団感染の予防と健康回復のために、よろしくご協力のほどお願いいたします。 

 

◎保護者の判断で、「インフルエンザの疑いがある」とされれば「出席停止」とします。 
 （医師の診断や診断書等は必要としません。） 
◎出席停止の期間は、上の「学校だより VLTAVA870号（10月20日付）」を参考に
して、出席停止期間を家庭で判断してください。 
◎本日付の HPにも再掲いたします。 
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学校教育目標 

「 自ら学び 共に学ぶ 豊かな心と国際性あふれる たくましい児童生徒の育成 」 

目指す子ども像 

「 かしこい子・やさしい子・たくましい子・世界で生きる子 」 

V L T A V A 
再発行版 

学年 在籍 欠席

小1 9 9

小2 16 6

小3 11 4

小4 14 3

小5 10 1

小6 5 1(早退1）

中1 10 0

中2 2 0

中3 1 0

1月9日の欠席状況

出席停止期間は、欠席扱いにはなりません。 


